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厚生労働省 安全衛生部安全課・労働衛生課

介護施設で増加する腰痛災害の予防対策
について
社会福祉施設（介護施設）における労働災害発生状況、介護現場における介護従事者の
労働災害防止に取り組む意義、職場における腰痛予防対策指針、新たな協議会とコンソー

シアムのアクション（“＋（プラス）Safe”（協議会）“ ＋ “ Safeコンソーシアム

（仮称） “）、エイジフレンドリー補助金の概要

社会福祉施設（介護施設など）での労働災害

国や事業者、労働者等が重点的に取り組む事項を定めた中期計画である「第13 次労働災害防止計画」におい

て、社会福祉施設も重点業種として、死傷者数を平成29年と比較して、令和４年までに死傷年千人率で５％以
上減少させることを目標にしている。

○ 腰痛などの「動作の反動・無理な動作」が約４割

○ 「転倒」が約３割

○ 令和２年の死傷者数は平成29年比で33.5％増

○ 令和２年の年千人率は平成29年比で25.3％増

出典：労働者死傷病報告
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※新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除く

※令和３年の数字は推計値（令和３年確定値（推計）

＝令和３年９月速報値×令和２年確定値／令和２年９月速報値）

※令和３年の千人率の母数の労働者数は令和２年の労働力調査を使用

労働災害の発生原因（令和２年）労働災害の推移

（推計値）
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腰痛（社会福祉施設）
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転倒災害（社会福祉施設）
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サービス系統ごとの特徴
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総合的な介護人材確保対策（主な取組）

介護職員の
処遇改善

多様な人材
の確保・育成

離職防止
定着促進
生産性向上

介護職
の魅力向上

外国人材の受
入れ環境整備
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介護現場における介護従事者の労働災害防止に取り組む意義

※上記内容は社会局・老健局資料「総合的な介護人材確保対策（主な取組）」で掲げる対策を列挙したもの。

介護従事者の労働災害防止は、介護
業界が直面する様々な問題に直結する
経営上の重要課題

人材不足（新規採用、離職防止、
定着促進）への対応
利用者の災害（事故）、利用者
を巻き込んだ災害（事故）の防止
働き方の質の向上による介護サー
ビスの質の向上（生産性向上）

職員の休業

サービス
低下

利用者の
事故等

過重労働

離職
介護職の
魅力低下

人材不足

生産性低下

事業継続に支障

信頼低下

労働災害
多発
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加盟団体が連携し、表彰（＋（プラス）Safeアワード）や広報活動の

実施を通じて、目標達成のための国民運動を推進

新たなアクション “＋（プラス）Safe”（予定）
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これまでも都道府県労働局及び労働基準監督署による本社等の指導、安全で安心な施設・事業場づくり推進

運動（委託事業）の推進に取り組んできたが、労働災害による死傷者数を減少に転じさせることを目標に、

○ 国民の安全衛生に対する意識啓発による行動変容の促進

○ 多店舗展開企業等への自主的な安全衛生活動の普及・定着

を図るため、令和４年度より各種対策を有機的に連携させながら実施する。

※コンソーシアムに参加することも考えられる

＋（プラス）Sa feコンソーシアム（全業種）

管内企業を構成員とし、情報交換や広報活動等の取組を実施

（自治体も参画いただきたい）

＋（プラス）Sa fe協議会（小売り・介護）

都道府県労働局が個別に企業の課題発掘・取組実施を支援

＋（プラス）Sa fe育成支援（小売り・介護）

・ 協 議 会 構 成 員 の 参 加
・ ア ワ ー ド へ の 応 募

支 援 を 通 じ て 協
議 会 構 成 員 へ の
追 加 を 目 指 す

労働局

労働局

本 省

・ 店舗密集型施設における周知啓発

・ 関連団体・機関との連携による効果的な周知啓発

・ 転倒災害を発生させた事業場に対する自主点検の実施要請

その他労働局・監督署における実施事項（継続）
労働局

監督署



＋Safeコンソーシアム（仮称）

事務局、制度づくり、連携の場の提供、優良な取組事例への表彰、情報発信

＋Safeコンソーシアム

●●業企業

労働局 地方自治体

●●プロジェクト

○○県●●業＋S a f e協議会

金融機関 損保会社

企業

事業者団体

●●プロジェクト

労働局主導の連携の例

IT企業

目的：安全で健康に働くことのできる職場づくりに向けて、コンソーシアム加盟団体が連携した取組を行うことにより、企業の

自主的な安全衛生活動を推進するとともに、国民の安全衛生意識を向上させることを目的とする。令和４年度本省の委託事業に

より実施する。

協定の締結・啓発資料の作成 健康増進アプリの開発

加盟団体は次の団体等から広く公募

1. 行政機関（国、地方自治体等）

2. 研究機関（大学、安全衛生総合研究所

等）

3. 労働災害の減少に取り組む企業・団体

4. 3以外の企業・団体（損保会社、金融機

関、スポーツメーカー、IT企業等）

加盟団体が連携して、安全で健康に働く

ことのできる職場づくりに向けた各種プ

ロジェクトを実施

厚生労働省は、各種プロジェクトの取組

の中から、優良な取組事例に対する表彰

を実施

企業

大学

コンソーシアム加盟団体の自主的な連携の例

労働局

安衛研
事業者団体

労働災害の減少に
取り組む企業・団体

金融機関

損保会社
スポーツ
メーカー

IT企業

左記以外の企業・団体

大学

地方自治体

研究機関行政機関

●●業企業 ●●業企業
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「エイジフレンドリー補助金」のご案内

令和４年度も実施予定（令和３年度分は終了）

エイジフレンドリー補助金は、高年齢労働者のための職場環境の改善に要した費用の一部
を補助します。

次の（１）～（３）すべてに該当する事業者が対象です。
（１）高年齢労働者（60歳以上）を常時１名以上雇用している
（２）次のいずれかに該当する中小企業事業者

※労働者数若しくは資本金等のどちらか一方の条件を満たせば中小企業事業者となります

（３）労働保険に加入している

業種 常時使用す
る労働者数

資本金又は
出資の総額

小売業
小売業、飲食店、持ち帰り配達飲食
サービス業

50人以下
5,000万円
以下

サービ
ス業

医療・福祉、宿泊業、娯楽業、教
育・学習支援業、情報サービス業、
物品賃貸業、学術研究・専門・技術
サービス業など

100人以下
5,000万円
以下

卸売業 卸売業 100人以下 １億円以下

その他
の業種

製造業、建設業、運輸業、農業、林
業、漁業、金融業、保険業など

300人以下 ３億円以下

補助対象：
高年齢労働者のための職場環境改善に要し
た経費

補助率： １／２
上限額： １００万円（消費税を含む）

※この補助金は、事業場規模、高年齢労働
者の雇用状況等を審査の上、交付決定を行
います（全ての申請者に交付されるもので
はありません）

対象となる事業者 補助金額

階段には手すりを設
け、可能な限り通路
の段差を解消する

涼しい休憩場所を整
備し、通気性の良い
服装を準備する

リフト、スライディング
シート等を導入し、抱え上
げ作業を抑制

解消できない危険箇所
に標識等で注意喚起

例えば戸口に段差があ
る時

不自然な作業姿勢をなくすよう作業台
の高さや作業対象物の配置を改善する

防滑靴を利用させる

10



1111

1212



１ 都道府県（政令市・中核市）からの協議会へ

の参画のご協力

２ 介護施設・介護サービス事業所に対する、現

下の腰痛の発生状況、協議会の取組状況、リー

フレット活用の周知

３ 市町村を含む組織・関係者間への展開と共有

（協議会への参画を）
13

都道府県（政令市・中核市）の皆様へのお願い事項


